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月
１
日
現
在
で
、
国
勢
調
査
が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

１０
　
国
勢
調
査
は
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と

を
目
的
に
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
調

査
内
容
は
厳
重
に
守
ら
れ
、
統
計
を
作
成
す
る
以
外
の
目
的
に
使
わ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
国
勢
調
査
と
称
し
て
世
帯
の
家
族
構
成
な
ど
を
聞
き
出
そ
う
と
す

る
「
か
た
り
調
査
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
国
勢
調
査
西
宮
市
実
施
本
部
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
５
５

１
）
へ
。

　
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
、
人
口
減

少
社
会
に
突
入
し
た
日
本
社
会
。
こ

の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
、
住
宅
、

福
祉
、
雇
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

に
お
い
て
対
応
す
る
た
め
に
は
、
世

帯
の
実
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
国
勢
調
査
は
、
こ
れ
か
ら
の
私
た

ち
の
生
活
を
支
え
る
た
め
の
デ
ー
タ

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
大
正
９

１
日
現
在
住
ん
で
い
る
場
所
で
調
査

し
ま
す
。
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る

学
生
や
単
身
赴
任
を
し
て
い
る
人
な

ど
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
調
査
票
は
、
世
帯
ご
と
に
記
入
す

る
４
名
連
記
Ａ
４
両
面
記
入
様
式
で

す
。
該
当
す
る
項
目
を
塗
り
つ
ぶ
し

た
り
、
必
要
事
項
を
記
入
し
た
り
し

て
回
答
し
ま
す
。
黒
鉛
筆
や
シ
ャ
ー

プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
し
、
そ
れ
以
外

本
に
普
段
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人

で
す
。
普
段
住
ん
で
い
る
人
と
は
、

日
本
に
３
カ
月
以
上
住
ん
で
い
る
、

ま
た
は
　
月
１
日
の
前
後
を
通
じ
て

１０

３
カ
月
以
上
住
む
こ
と
に
な
っ
て
い

る
人
を
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本

こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
を

築
く
基
盤
に
な
り
ま
す

回
答
の
際
の
注
意
事
項

Ｑ．国勢調査員はどんな人
　　なの？
Ａ．調査員は、市区町村長

の推薦により総務大臣
が任命する「非常勤の
国家公務員」です。調
査員は顔写真を添付し
た調査員証を持って、
調査票の配布や回収な
どを行います。皆さん
のライフスタイルに合
わせて夜間に訪問する
こともあります。

Ｑ．どうしても答えなければいけないの？
Ａ．調査票を記入し提出することは、法律で義務付けら

れています。正しい回答がされなかったり、提出さ
れなかったりすると、不正確な統計となり、調査結
果をもとに実施される政策や計画が誤ったものにな
ってしまうからです。国勢調査の重要性についての
理解と、調査票の記入提出をお願いします。

Ｑ．氏名も登録されるの？
Ａ．氏名が登録や集計の対象になることはありません。

氏名を記入するのは、だれが調査されたか、だれに
よって記入されたものかを確認し、調査漏れや重複
調査を防ぐためです。また万一、記入内容に不備が
あったときに照合する手がかりとするためでもあり
ます。

Ｑ．個人情報は守られるの？
Ａ．調査票は封入提出となっており、郵送提出すること

ができるため、調査員が見ることはありません。提
出された調査票は厳重に保管され、集計完了後すべ
て溶かされます。また、調査員が調査中に知った内
容を他人に漏らしたりすることは、法律で禁じられ
ており、罰則も設けられています。

Ｑ．調査結果はいつ分かるの？
Ａ．人口や世帯数の速報は、来年１月から２月に発表さ

れ、その他の集計については、順次公表されます。
なお、調査票の提出方法の変更により、前回までに
比べて結果公表時期が遅くなっています。また、す
べての集計が完了すると報告書にまとめられ、市情
報公開グループ（市役所本庁舎７階）、または総務省
統計局のホームページ（http://www.stat.go.jp/）で
見ることができます。

Ｑ．調査結果はどのようなことに使われるの？
Ａ．国や県、市などが今後の行政に生かすための基礎資

料として活用されます。たとえば、選挙区や議員定
数の改定、地方交付税の配分、都市計画や各種福祉
施策の立案などです。このほかにも、将来人口の予
測や地域人口の見通しなどの人口分析にも使用さ
れ、また、民間企業でも経営判断に利用されます。

Ｑ．他の国でも同じような調査をしているの？
Ａ．統計の作成を目的とした調査は日本だけでなく、世

界の多くの国・地域で行われています。国際連合
は、食料、エネルギー、環境などの地球規模の問題
に対応するため、世界各国に２０１０年を中心として
一斉に人口センサス（国勢調査）を実施するよう勧
告しています。このたびの日本の国勢調査もその一
環です。皆さんの回答は日本だけでなく、地球全体
の未来を考える大切なデータになります。

に
３
カ
月
以
上
住
ん
で
い
る
外
国
人

（
外
交
官
、
領
事
館
関
係
者
を
除
く
）

や
　
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
子
も

１０
調
査
の
対
象
で
す
。
　

　
な
お
、
住
民
登
録
・
外
国
人
登
録

し
て
い
る
場
所
に
関
係
な
く
、
　
月
１０

　調査内容は、「世帯員に関する事項」（１５項目）
と「世帯に関する事項」（５項目）です。
≪世帯員に関する事項≫
　①氏名、②男女の別、③世帯主との続き柄、④
出生の年月、⑤配属者の有無、⑥国籍、⑦現在の
場所に住んでいる期間、⑧５年前にはどこに住ん
でいましたか、⑨教育、⑩９月２４日から３０日ま
での１週間に仕事をしましたか、⑪従業地または
通学地、⑫従業地または通学地までの利用交通手
段、⑬勤めか自営かの別、⑭勤め先・業主などの
名称および事業の内容、⑮本人の仕事の内容
≪世帯に関する事項≫
　①世帯員の数、②住居の種類、③住宅の建て方、
④住宅の床面積の合計、⑤世帯の種類

は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
調
査
票
の
読
み
取
り
は
機

械
で
行
い
ま
す
の
で
、
調
査
票
を
汚

し
た
り
、
水
で
濡
ら
し
た
り
し
な
い

よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
調
査
票
の
内
容
や
記
入
方
法
な
ど

分
か
ら
な
い
点
が
あ
れ
ば
、
国
勢
調

査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
０
５
７
０
・

０
１
・
２
０
１
０
…
９
月
　
日
か
ら
）

１１

ま
た
は
調
査
員
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
調
査
票
は
こ
れ
ま
で
、
希
望
す
る

世
帯
の
み
封
入
し
て
提
出
し
て
い
ま

し
た
。

　
今
回
は
、
す
べ
て
の
世
帯
が
、
あ

ら
か
じ
め
配
布
す
る
封
筒
に
封
入
し

て
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
員
は
開
封
す
る
こ
と
な
く
市
役

所
に
提
出
し
ま
す
の
で
、
記
入
内
容

を
見
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
調
査
員
と
会
う
時
間
の
都

合
が
つ
か
な
い
人
な
ど
は
、
郵
送
で

も
提
出
で
き
ま
す
。
す
べ
て
の
世
帯

に
調
査
票
郵
送
用
の
封
筒
（
料
金
受

取
人
払
い
）
を
配
布
し
ま
す
の
で
、

郵
送
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
封
筒

を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

年
の
第
１
回
調
査
か
ら
以
後
５
年
ご

と
に
行
わ
れ
お
り
、
今
回
で
　
回
目

１９

で
す
。
な
お
、
今
回
の
調
査
は
、
　１０

年
ご
と
に
実
施
す
る
大
規
模
調
査
に

あ
た
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
９
月
　
日
か
ら
　
日
ま
で

２３

３０

に
調
査
員
が
皆
さ
ん
の
家
庭
に
訪
問

し
、
世
帯
ご
と
に
調
査
票
を
配
布
し

ま
す
。

　
調
査
対
象
は
、
　
月
１
日
現
在
日

１０

提
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す

調査する内容は全部で20項目

９
月
　
日
～
　
日
に

２３

３０

調
査
票
を
配
り
ま
す


